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■日付： 2019/8/26

■件名：施工体制の書類作成について

■ご意見・お問い合せ

施工体制の書類作成の際、施工体制に記載すべき事項の確認書類の提出を求

められる。きちんと施工体制台帳に記載しているので、確認書類は提示でよい

のではないか。

添付すべき書類と一緒に提出するとなると、下請負人が多いと膨大な資料と

なる。

最低限添付する書類と、提示でもよい書類を明確化してほしい。

■回答

ご意見のありました「施工体制台帳に記載すべき内容」に関する書類の提出

は不要です。

なお、「最低限添付する書類と、提示でもよい書類を明確化」は、すでに、

土木工事書類作成マニュアル（平成３１年４月）のページ１４「１－２－１施

工体制台帳・施工体系図（２）施工体制台帳及び施工体系図の作成方法」にて、

「施工体制台帳に添付すべき書類」を明記しております。

「施工体制台帳に記載すべき内容」に関する書類提出の必要ないことを監督

職員及び監督支援者に周知・徹底を図ります。


